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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外海と礁湖の間のサンゴ礁の一部に工作船が航行可能な水路を形成し、
　前記水路の形成後または形成工程中に平行して前記礁湖の前記サンゴ礁近くの区域ある
いは前記サンゴ礁上に前記水路と連通する港湾用作業基地を造成し、
　前記水路を利用して前記工作船によって運搬されたコンクリート廃材を前記港湾用作業
基地で所定の大きさごとに選別し、
　前記港湾用作業基地に隣接する前記サンゴ礁の区域あるいは前記礁湖区域から順次遠ざ
かる区域に向かって、前記サンゴ礁上あるいは前記礁湖中に前記大きいコンクリート廃材
から順に少なくとも海面からほぼ１０メートルの高さ、幅２０～２５メートルに堆積させ
、環状の堤防を構築し、
　堆積が完了した堤防の表面から堤防内にセメントスラリーを流し込んで前記コンクリー
ト廃材同士を繋ぎとめ、かつ、前記堤防全体を固定化し、
　前記堤防の内側を埋め立てることで人工島の造成を行うことを特徴とする人工島の造成
方法。
【請求項２】
　前記コンクリート廃材は、前記港湾用作業基地に設置されている複数のスクリーンによ
って大きさごとに選別することを特徴とする請求項１記載の人工島の造成方法。
【請求項３】
　前記複数のスクリーンは、複数のレールを所定の間隔を空けて配列されており、それぞ



(2) JP 6534131 B2 2019.6.26

10

20

30

40

50

れのスクリーンは、間隔の幅が異なることを特徴とする請求項２記載の人工島の造成方法
。
【請求項４】
　前記複数のスクリーンによって、前記コンクリート廃材は、大粒（１００～１０００ｍ
ｍ）、粗粒（５０～１００ｍｍ）、細粒（０～５０ｍｍ）のサイズに選別されることを特
徴とする請求項３記載の人工島の造成方法。
【請求項５】
　前記堤防は、選別された前記コンクリート廃材のうち、まず、大塊のコンクリート廃材
で、前記堤防の外周壁を構築し、該外周壁の内部に大粒に選別されたコンクリート廃材を
堆積させ、順次、前記外周壁を高くしながら、粗粒や細粒に選別されたコンクリート廃材
を堆積させて構築させることを特徴とする請求項４記載の人工島の造成方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工島の造成方法に関し、特に、主としてコンクリート廃材を利用して人工
島を造成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海域での人工島の造成は、海岸域あるいは湾内、入江などに埋め立てによっていわゆる
埋立地を造成することが行われてきているが、陸地から離れた海中に人工的に新しく土地
を造成することは極めて特殊で小規模なものを除いて先例は無い。
【０００３】
　他方、産業廃棄物は年々増加しつづけ、その産業廃棄物の中でもコンクリート建造物の
解体によって生じるコンクリートの瓦礫、いわゆるコンクリート廃材が大きな割合を占め
ている。
【０００４】
　このコンクリート廃材の処理については種々の取り組みが行われてきており、コンクリ
ート骨材としてリサイクル利用するといったことが行われているが、必ずしも充分な有効
利用が達成されていないのが現状である。
【０００５】
　有効理由が充分達成されていないということは、大量のコンクリート廃材は単に廃棄せ
ざるを得ず、重要な社会問題として早期の解決が所望されている。
【０００６】
　このような問題から、特許文献１に記載の発明では、コンクリート廃材を活用して、サ
ンゴ礁の一部に水路を構築し、水路と連通する港湾用作業基地を造成し、環状の堤防を造
成し、堤防の表面から堤防内にセメントスラリーを流し込むことで堤防全体を固定化し、
堤防の内側を埋め立てることにより人工島を造成することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０６－２５７８５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、コンクリート廃材の選別方法について具体
的な開示がされておらず、現場まで運搬したコンクリート廃材をどのようにして人工島の
造成に活用するのかが不明確である。
【０００９】
　本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、コンクリート廃材を効率的に大きさの
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選別を行い、選別した大きさごとのコンクリート廃材を活用して効率的に人工島を造成す
る方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の人工島の造成方法は、外海と礁湖の間のサンゴ礁の
一部に工作船が航行可能な水路を形成し、前記水路の形成後または形成工程中に平行して
前記礁湖の前記サンゴ礁近くの区域あるいは前記サンゴ礁上に前記水路と連通する港湾用
作業基地を造成し、前記水路を利用して前記工作船によって運搬されたコンクリート廃材
を前記港湾用作業基地で所定の大きさごとに選別し、前記港湾用作業基地に隣接する前記
サンゴ礁の区域あるいは前記礁湖区域から順次遠ざかる区域に向かって、前記サンゴ礁上
あるいは前記礁湖中に前記大きいコンクリート廃材から順に少なくとも海面からほぼ１０
メートルの高さ、幅２０～２５メートルに堆積させ、環状の堤防を構築し、堆積が完了し
た堤防の表面から堤防内にセメントスラリーを流し込んで前記コンクリート廃材同士を繋
ぎとめ、かつ、前記堤防全体を固定化し、前記堤防の内側を埋め立てることで人工島の造
成を行うことを特徴とする。
 
【００１１】
　また、前記コンクリート廃材は、前記港湾用作業基地に設置されている複数のスクリー
ンによって大きさごとに選別することを特徴とする。
【００１２】
　また、前記複数のスクリーンは、複数のレールを所定の間隔を空けて配列されており、
それぞれのスクリーンは、間隔の幅が異なることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記複数のスクリーンによって、前記コンクリート廃材は、大粒（１００～１０
００ｍｍ）、粗粒（５０～１００ｍｍ）、細粒（０～５０ｍｍ）のサイズに選別されるこ
とを特徴とする。
【００１４】
　さらに、前記堤防は、選別された前記コンクリート廃材のうち、まず、大塊のコンクリ
ート廃材で、前記堤防の外周壁を構築し、該外周壁の内部に大粒に選別されたコンクリー
ト廃材を堆積させ、順次、前記外周壁を高くしながら、粗粒や細粒に選別されたコンクリ
ート廃材を堆積させて構築させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、礁湖またはサンゴ礁に予め構築された作業基地で運搬されたコンクリ
ート廃材を大きさごとに選別し、選別された大きさごとのコンクリート廃材を活用して、
堤防を構築することができるため、事前の選別作業が不要なほか、現場で容易に選別作業
を行うことが可能であり、作業の効率化を図ることができ、低コストを実現させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態によって造成される人工島の概念図である。
【図２】コンクリート廃材を運搬する作業状態を示した図である。
【図３】コンクリート廃材の選別作業状態を示した図である。
【図４】コンクリート廃材を利用した堤防の造成を示した図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１に示すように、１は外海洋、２は礁湖、３はサンゴ礁、４は堤防、５は水路、６は
港湾的作業基地であり、堤防に囲まれた斜線の区域Ａが人工島（人工土地）である。
 
【００１８】
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　図１に示すように、１は外海洋、２は礁瑚、３はサンゴ礁、４は堤防、５は水路、６は
港湾的作業基地であり、堤防に囲まれた斜線の区域Ａが人工島（人工土地）である。
【００１９】
　図における人工島（人工土地）において、堤防４の幅は約２０～２５ｍである。堤防の
高さは満ち潮時の海面から１０ｍ程度高いことが津波や高潮対策として好ましい。堤防内
の埋立地の高さは堤防より低くてもよく、また、埋立地の標高や堤防との高さとの差をど
のくらいにするかは、人工島（人工土地）に関わる状況に応じて適宜決定することができ
る。
【００２０】
　また、水路５は幅約５０ｍ、深さ約２０ｍであり、港湾６は約２５０ｍ×約１２０ｍで
あるが、それらの規模は特に特定されるものではなく、造成する人工島（人工土地）の規
模、地域的状況、使用する運搬船、作業船などにより適宜決めればよい。
　人工島（人工土地）完成後には、水路及び港湾的作業基地の港湾部分は人工島（人工土
地）への船舶のために整備して引き続き使用する。
【００２１】
　サンゴ礁域は、推進が浅いため作業船、運搬船などはサンゴ礁域に入ることが出来ない
ので、最初にサンゴ礁の適当な箇所に外海１側から礁湖２に向けてサンゴ礁を掘削して作
業船、運搬船などの航海可能な深さと幅の水路５を作る。
【００２２】
　水路５の礁湖２に入った適当な箇所に港湾用作業基地６を作る。この港湾用作業基地６
は中央に港湾水域と周辺部に埠頭を作り、埠頭の外側には、運搬されてきたコンクリート
廃材などの集積場所、工作機械などの置き場、その他作業に必要な用地からなる。
【００２３】
　このようにして作られた港湾用作業基地６に、運搬船１０によって堤防を造成するため
のコンクリート廃材１００を運搬する。図２に示すように、運搬船１０によって大量のコ
ンクリート廃材１００が港湾用作業基地６へ運搬され、運搬船１０に設置されているクレ
ーン１１及びパケット１２によって、港湾用作業基地６に設置されているホッパー２０に
投入される。ホッパー２０に投入されたコンクリート廃材１００は、ベルトコンベア２１
によって選別作業する場所まで運ばれる。
【００２４】
　この運ばれるコンクリート廃材１００には、後述するように、細粒（０～５０ｍｍ程度
）のコンクリート廃材１０１や粗粒（５０～１００ｍｍ程度）のコンクリート廃材１０２
、大粒（１００～１０００ｍ）のコンクリート廃材１０４を含んでいる。これらを次の作
業によってサイズごとに選別を行う。
【００２５】
　ベルトコンベア２１によって運ばれるコンクリート廃材１００は、次に、図３（ａ）に
示すような２段式スクリーン４０によってコンクリート廃材１００の粒度調整を行う。こ
の２段式スクリーン４０は、傾斜させて設けられており、傾斜角度は例えば１５～２０°
程度である。この傾斜角度は、コンクリート廃材１００が自身の重さで傾斜を滑り落ちる
ような角度とする。
【００２６】
　２段式スクリーン４０は、図３（ｂ）に示すように、第１のスクリーン４１と第２のス
クリーン４２とから構成されている。
　第１のスクリーン４１及び第２のスクリーン４２は、それぞれ複数のレール４１ａ，４
２ａを有しており、この複数のレール４１ａ，４２ａは、所定の間隔で、かつ、コンクリ
ート廃材１００が流れている方向と平行に配列されている。
【００２７】
　第１のスクリーン４１は、コンクリート廃材１００のうち０～５０ｍｍサイズのコンク
リート廃材を選別するためのものであって、第１のスクリーン４１が有する複数のレール
４１ａが約５０ｍｍの間隔で配列している。
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【００２８】
　また、第２のスクリーン４２は、コンクリート廃材１００のうち５０～１００ｍｍサイ
ズのコンクリート廃材を選別するためのものであって、第２のスクリーン４２が有する複
数のレール４２ａが約１００ｍｍの間隔で配列している。
【００２９】
　なお、本実施形態では、コンクリート廃材の大きさの選別に２段式のスクリーンを使用
しているが、さらに、よりサイズを細かくして選別する場合には、３つ以上のスクリーン
を用意することも可能である。
【００３０】
　ベルトコンベア２１で運ばれたコンクリート廃材１００は、まず、第１のスクリーンを
通過する際に、細粒（０～５０ｍｍ程度）のコンクリート廃材１０１がレール４１ａ同士
の隙間から落下し、他の大きさのコンクリート廃材１００は、そのまま通過する。
【００３１】
　次に、第１のスクリーン４１を通過したコンクリート廃材１００は、第２のスクリーン
４２を通過し、このときに、コンクリート廃材１００のうち、粗粒（５０～１００ｍｍ程
度）のコンクリート廃材１０２がレール４２ａ同士の隙間から落下する。
【００３２】
　そして、第２のスクリーン４２を通過したコンクリート廃材１０３は、第２のスクリー
ン４２の横に堆積する。
【００３３】
　このようにして粒度調整されたコンクリート廃材１０１～１０３と、あらかじめ分別さ
れている大塊コンクリート廃材１０４を重機等によって港湾用作業基地６から運搬して、
水路５に隣接する区域から堤防４を作っていく。
【００３４】
　まず、図４に示すように、予め港湾用作業基地６に運ばれた大塊のコンクリート廃材１
０４を礁湖４に所定の高さまで積み上げることで堤防４の外周壁４ａを形成する。そして
、この外周壁４ａの内側に１００～１０００ｍｍサイズのコンクリート廃材１０３を積み
上げる。
【００３５】
　次に、再度、外周壁４ａを積み上げるとともに、内側に５０～１００ｍｍサイズのコン
クリート廃材１０２を積み上げる。この作業を繰り返し、最後に０～５０ｍｍサイズのコ
ンクリート廃材１０１を積み上げて堤防４を形成する。
【００３６】
　そして、大塊コンクリート廃材１０４の隙間にセメントスラリー（図示せず）を打設し
て固めていく。
【００３７】
　完成した堤防は、表面からセメントスラリーを打ち込んで固めていく。なお、セメント
スラリーは常套のものでよい。
【００３８】
　セメントスラリーの打ち込みは堤防全体が完成してからでもよいが、必ずしも完成を待
つ必要はなく、完成した箇所から順次行っても良い。
【００３９】
　基本的に堤防は水路５に隣接する区域から作っていくことになるので、水路５のサンゴ
礁側を埠頭として水路の外側にある程度の作業基地を作ってもよいが、港湾用作業基地の
作業用地を堤防の建設予定地域まで作り、そこを利用して堤防を作り始め、続いてその作
業地と完成した堤防を利用して順次堤防を延ばしていく。
【００４０】
　堤防を順次延長して構築していくときには、完成した堤防（の上面）を道路として使用
する。そのため完成した堤防は作業機械車両などによって踏み固められるので、特に踏み
固めの作業を行う必要はない。
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【００４１】
　造成する人工島（人工土地）は通常の陸地からは離れた場所であることがほとんどであ
るため、堤防構築に使用するコンクリート廃材や堤防に囲まれた礁湖の埋め立てに用いる
コンクリート廃材その他のがれき類などは船舶で現場まで運搬する。
【００４２】
　人工島の工事現場において、上記したベルトコンベアを使用することができるが、建設
・工作機械などは適したものを自由に選択して使用すればよく制限することはない。
【００４３】
　なお、堤防の内側の礁湖は他のコンクリート廃材及び建設残土を用いて埋め立てること
で人工島を造成する。埋め立てをどのように行うかについては、人工島をどのように使用
するかに応じて適宜もっとも好ましい埋め立てを行う。それらの手段、埋め立ては堤防構
築に使用する大型のコンクリート廃材を用いる場合があることを除けばこれまでに行われ
てきた埋め立てと基本的には同じであり変わるところはない。
【００４４】
　このように予め礁湖に作られた作業基地で運搬されたコンクリート廃材の大きさを選別
し、選別した大きさごとのコンクリート廃材を作業基地の周辺から堤防の造成に利用する
ことができる。そのため、予め選別して大きさごとのコンクリート廃材を運搬する必要が
なくなりコストを抑えることができる。
【００４５】
　また、本来、産業廃棄物の対象となっていたコンクリート廃材を人工島の造成に利用す
ることができるため資材不足を補うことが可能となる。また、２０２０年に開催される東
京オリンピックへ向けての都市開発によって大量のコンクリート廃材が発生することが見
込まれるため、大量に発生するコンクリート廃材を有効活用することも可能である。
【００４６】
　１　　外海洋
　２　　礁湖
　３　　サンゴ礁
　４　　堤防
　５　　水路
　６　　港湾的作業基地
　３０　　ベルトコンベア
　４０　　スクリーン
　４１　　第１のスクリーン
　４２　　第２のスクリーン
　４１ａ、４２ａ　　レール
 
【符号の説明】
【００４７】
　１　　外海洋
　２　　礁瑚
　３　　サンゴ礁
　４　　堤防
　５　　水路
　６　　港湾的作業基地
　３０　　ベルトコンベア
　４０　　スクリーン
　４１　　第１のスクリーン
　４２　　第２のスクリーン
　４１ａ、４２ａ　　レール
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